
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
住
所
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
国
土
調
査
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
一

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
二

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
二

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
二

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
病

院

局

情
報
管
理
課
）
…
三

雑

報

○
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
分
光
光
度
計
装
置

購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
方
独
立

行
政
法
人

青

森

県

産
業
技
術

セ
ン
タ
ー
）

…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
施
術
者
か
ら
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

氏

名

住

所

変

更

年
月
日

変
更
前

成
田

蔦
史

五
所
川
原
市
磯
松
赤
川
三
の
六
一

令
和三･
四･一九

変
更
後

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
榊
森
一
二
二
の
二

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年

四
月
十
九
日
次
の
地
籍
調
査
を
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

青

森

市

中
佃
二
丁
目
の
一
部

令
和
三
年
四
月
十

九
日
か
ら
令
和
四

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

平

川

市

尾
上
栄
松
の
一
部
、
新
屋
町
松
下
の
一
部
、
新
屋
町
松

久
の
一
部
、
新
屋
町
上
沢
田
の
一
部
、
猿
賀
南
田
、
猿

賀
南
野
の
一
部
、
中
佐
渡
南
田
の
一
部

令
和
三
年
四
月
十

九
日
か
ら
令
和
四

年
九
月
三
十
日
ま

で

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第302号令和３年４月28日 水曜日

第
三
百
二
号

令
和
三
年四

月
二
十
八
日

（
水
曜
日
）



令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
大
畑
町
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
畑
町
区
域

大
畑
町
漁
業
協
同
組
合
の
地

区う
ち
甲
の
地
区

む
つ
市
大
畑
町
八
幡
湯

坂
、
湯
坂
下
、
孫
次
郎
間
、

大
畑
道
、
二
枚
橋
、
釣
屋

浜
、
木
野
部
、
佐
助
川
、
赤

川
、
涌
舘
、
高
橋
川
、
小
目

名
村
、
小
目
名
家
ノ
下
、
奈

良
ノ
木
平
、
添
木
及
び
袋
石

の
区
域

う
ち
乙
の
地
区

甲
の
地
区
を
除
く
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
は
え
な
わ
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
か
れ
い
刺
網
漁
業

４

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ

漁
業

５

小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う

漁
業

６

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

７

底
建
網
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁

業
８

底
建
網
漁
業
と
い
か
つ
り
漁
業
以
外
の
漁
業
を
併
せ

営
む
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

９

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

10

底
建
網
漁
業
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が
行
う
漁

業
11

底
建
網
漁
業
と
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
を
併
せ
営
む
漁
業
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区

の
者
が
行
う
漁
業

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
羽

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
三
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

中
南
地
域
県
民
局
長

前

多

正

博

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

第
二
沢
辺
大
堰
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

西
北
地
域
県
民
局
長

畑

内

圭

一

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

第
二
沢
辺
大
堰
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
）

二

工
事
完
了
年
月
日

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒

屋
平
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃

久
保

均

山
田

信
一

母
良
田

芳
雄

中
野

修

山
田

繁
雄

仁
和

正
教

野
月

紀
幸

金
見

一
雄

工
藤

章

上
北
郡
七
戸
町
字
賽
ノ
神
二
七

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
深
沢
平
七
一
の
一

〃

大
字
大
沢
田
字
北
野
二
一
九

〃

大
字
洞
内
字
豊
良
一
の
三
〇

上
北
郡
七
戸
町
字
沼
ノ
沢
四
九
の
二

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
六
二
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
荒
屋
一
五
〇

〃

〃

字
下
見
町
一
〇
〇
の
二

〃

〃

字
川
去
三
三
の
四
〇

令
和三･
四･一三就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃
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〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

立
崎

由
紀
夫

小
笠
原

勝

藤
田

清
六

野
月

武
彦

高
坂

泰
司

久
保

均

母
良
田

芳
雄

赤
沼

精
一

中
野

修

小
笠
原

信
夫

山
田

繁
雄

野
月

紀
幸

金
見

一
雄

山
田

信
一

工
藤

章

赤
沼

貞
敏

仁
和

正
教

藤
田

清
六

〃

〃

字
荒
屋
一
五
〇

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
五
十
貫
田
三
三

上
北
郡
七
戸
町
字
荒
屋
一
五
四
の
三

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
豊
良
二
三

上
北
郡
七
戸
町
字
七
戸
六
五

〃

〃

字
賽
ノ
神
二
七

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
北
野
二
一
九

上
北
郡
七
戸
町
字
荒
屋
一
〇
四
の
一
〇

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
豊
良
一
の
三
〇

〃

〃

字
五
十
貫
田
四
八

上
北
郡
七
戸
町
字
沼
ノ
沢
四
九
の
二

〃

〃

字
荒
屋
一
五
〇

〃

〃

字
下
見
町
一
〇
〇
の
二

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
深
沢
平
七
一
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
川
去
三
三
の
四
〇

〃

〃

字
見
町
五
六
の
四
〇

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
六
二
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
荒
屋
一
五
四
の
三

〃〃〃〃〃三･
四･一二退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
算
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
情
報
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
〇

六

契
約
金
額

三
千
四
百
十
三
万
五
千
二
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も

の
で
あ
る
。雑

報

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
分
光
光
度
計
装
置
購
入
に
係
る
一
般
競
争

入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業

技
術
セ
ン
タ
ー
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す
る
契
約
事
務
細
則
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
理
事
長

坂

田

裕

治
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一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

分
光
光
度
計
装
置

一
式

二

納
入
期
限

令
和
三
年
十
二
月
十
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
契
約
事
務
細
則
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
二
年
五
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号
の
一
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資

格
）
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
、
青
森
県
知
事
が
競
争
入

札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

青
森
県
の
定
め
る
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二

年
一
月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

く
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

開
札
の
時
ま
で
に
青
森
県
の
定
め
る
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除

く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
、
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
結
果

通
知
書
の
写
し
、
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
令
和
三
年
五
月
三
十

一
日
十
七
時
ま
で
に
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
工
業
総
合
研
究
所
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
提
出
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ

て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
二
二
一
の
一
〇

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
工
業
総
合
研
究
所
総
務
調
整
室

電
話

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
九
〇
〇

４

提
出
部
数

一
部

六

入
札
説
明
書
の
交
付
等
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
二
二
一
の
一
〇

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
工
業
総
合
研
究
所
総
務
調
整
室

電
話

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
九
〇
〇

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

令
和
三
年
六
月
十
一
日
（
時
間
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

２

場
所

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
二
二
一
の
一
〇

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
工
業
総
合
研
究
所
Ｉ
ｏ
Ｔ
開
発
支
援
棟
二

階
研
修
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術

セ
ン
タ
ー
契
約
事
務
細
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

１

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

２

契
約
書
取
り
交
わ
し
の
時
期
は
、
落
札
者
を
決
定
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
と
す
る
。

十
二

入
札
条
件

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額
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落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す

る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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